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○「
芦
屋
市
市
民
参
画
協
働
推
進
計
画
」を
、

　

平
成
二
十
年
二
月
に
策
定
し
ま
し
た
。
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○
和
風
園
に
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
指
定

　

管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
し
た
。

○
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
つ
い

　

て
、
内
部
監
査
を
京
都
精
華
大
学
と
共

　

同
で
実
施
し
ま
し
た
。

○
特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
、
芦
屋
大
学

　

の
講
習
終
了
者
を
、
介
助
員
と
し
て
学

　

校
等
に
配
置
し
ま
し
た
。
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○
公
有
財
産（
市
有
地
）を
、
郵
便
に
よ
る

　

入
札
等
に
よ
り
売
却
し
ま
し
た
。

○
広
報
紙
等
に
広
告
を
掲
載
し
、
広
告
収

　

入
の
増
収
を
図
り
ま
し
た
。

○
差
し
押
さ
え
不
動
産
お
よ
び
動
産
の
公

　

売
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
実
施
し

　

ま
し
た
。
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○
市
債
残
高
は
、
二
十
二
年
度
末
に
六
百

　

九
十
億
円
台
を
目
標
と
し
ま
す
。
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平
成
十
九
年
度
実
績
額
は
、
取
り
組
み

の
結
果
、
当
初
の
計
画
額
を
七
億
七
千
七

百
八
十
一
万
円
下
回
り
ま
し
た
。

�
�
�
�
�　
  
五
億
七
千
百
九
十
三
万
円

�
�
�
�
�
十
三
億
四
千
九
百
七
十
四
万
円

　

実
績
額
が
計
画
額
を
下
回
っ
た
理
由
は
、

主
と
し
て
市
立
芦
屋
高
等
学
校
の
跡
地
を

十
九
年
度
中
に
売
却
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
す
。

　

実
績
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

＊（　

）内
は
、
計
画
額
を
表
し
ま
す
。
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二
千
二
百
五
十
万
円
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一
億
三
千
六
百
五
十
四
万
円

 　
　
　
　
　
　
       
（
十
一
億
三
百
万
円
）
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�
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
      
二
億
三
百
四
十
九
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
    
（
五
千
万
円
）

�
�
�
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�
�
�
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
      
一
億
四
千
四
百
十
三
万
円

     　
　
　
　
　
   
（
一
億
四
千
三
百
万
円
）
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　行政改革の情報は市ホームページ、市役所
　北館１階行政情報コーナー、図書館、公民
　館図書室、ラポルテ市民サービスコーナー
　でもご覧になれます。

������������������	
�������

　本市は危機的な財政状況を克服するため、平成15年10月に行政改革実施計画を策
定し、市民・議会・職員等の協力のもとに、徹底した内部努力、施策・行政水準の
見直し、民間活力の導入、財源の確保を基本方針に行政改革に取り組み、財政再建
の目途が立てられるようになってきました。
　しかしながら、三位一体の改革による個人市民税の大幅な減少や震災復旧・復興
事業による公債費負担は依然大きくなお厳しい財政状況にあり、より一層簡素で効
率的な行政運営が行なえるよう引き続き行政改革に取り組む必要があります。
　一方、国におきましては、人口減少時代の到来など社会経済情勢の変化に一層適
切に対応することが求められていることから、平成17年3月に「地方公共団体におけ
る行政改革の推進のための新たな指針」の通知、さらに平成18年８月には「地方公
共団体における行政改革の更なる推進のための指針」の通知により、地方公共団体
の行政改革への取組方策が示されました。
　このような状況のなか、本市は「市民の参画・協働」のもと、「あしやの魅力」を
守り高め、より豊かな社会を実現していくため、引き続き財政健全化を図るとともに、
「国際文化住宅都市」として自立した発展と活性化を促進していきます。
������
　市民、事業者、企業等の参画と協働による新しい時代への対応と財政健全化を図る。 
������
��������	�
��
　・地域の課題やまちづくりを進める過程に市民が参画する仕組みづくりに取り組む。 
　・市民や地域の「民力」が発揮できるよう、必要な支援とそのステージづくりを
　　進める。 
��������	
��� 
　・公共サービスにおける行政の責任と役割を再点検し、民間に任せられるものに
　　ついては、民間に委ねる。 
　・行政の責任としてサービス評価体制の構築に取り組む。 
��������	
��
　・国県の補助金および交付金等の活用や未収金対策など歳入の確保に努める。 
　・持続可能な行政サービスの水準を維持するため、点検・見直しを図り行政サー
　　ビスの再構築に取り組む。 
��������	
���
　・財務指標に目標を設定し、予算配分システムの定着、公営企業の経営健全化に
　　取り組む。 
　・経営、成果志向の行政評価システムを構築し、経営資源のマネジメントを支援
　　する情報システムの構築に取り組む。 
��������	
��
　・職員の意識改革、人材育成、能力・業績評価制度の構築を行う。 
��������	
��� 
　・職員の配置基準の見直し、職階の
　　簡素化などに取り組む。 
　・給与構造改革を推進していく。 
【������
■実施計画の具体的な実施に当たっ　
　ては、市民・議会・職員等に十分　
　説明し、理解と協力を求めながら　
　進める。また、毎年度、進捗状況　
　を報告し、その結果を公表する。 
■「芦屋市行財政改革推進本部」およ　
　び「幹事会」において、適宜必要　
　な点検と見直しを行うものとする。
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ため、それぞ
た場合の毒性
ます。それを、

高いほど水中

車振動の限度。
道路周辺の生
は、公安委員

○
病
院
・
水
道
・
下
水
道
会
計
の
、
経
営

　

健
全
化
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

○
広
報
市
民
モ
ニ
タ
ー
か
ら
出
さ
れ
た
意

　

見
を
、
広
報
紙
面
等
に
反
映
し
ま
し
た
。

○
庁
議
の
運
営
効
率
化
と
紙
資
源
の
減
量

　

化
を
目
指
し
、
資
料
の
電
子
化
を
実
施

　

し
ま
し
た
。

○
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
し
た
。
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○
課
長
級
以
上
の
職
員
を
対
象
に
、
人
事

　

評
価
制
度
の
試
行
を
実
施
し
ま
し
た
。

○
職
員
提
案
制
度
お
よ
び
一
課
一
改
善
運

����������	
�������������������（単位：万円）�
�
�
�
�
�
�
�
�
　
　

　
  
三
千
百
五
十
九
万
円

    
（
三
千
百
五
十
九
万
円
）

　

引
き
続
き
計
画
を
達
成

で
き
る
よ
う
に
、
市
民
・

関
係
団
体
等
に
説
明
し
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
な

が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

動
を
実
施
し
ま
し
た
。
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○
管
理
職
ポ
ス
ト
の
削
減
を
行
い
ま
し
た
。

○
給
与
水
準
の
抑
制
を
、
引
き
続
き
行
い

　

ま
し
た
。

○
市
長
・
副
市
長
・
教
育
長
の
給
料
お
よ

　

び
退
職
手
当
に
つ
い
て
、
十
九
年
四
月

　

か
ら
減
額
改
定
し
ま
し
た
。
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動車騒音および振

間・夜間）および宮

回りました。

�

��������

�自排局は、沿道の自動車排出ガスによる大気汚染状況を監
視するためのもので、一般局は、自動車排出ガスの影響をな
るべく受けないような場所に設置した局をいいます。
�����

　人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持
されることが望ましい基準をいいます。
�������	�

　大気汚染防止法で、「継続的に摂取される場合には人の
健康を損なうおそれがある物質で、大気汚染の原因となる
もの」と定義されており、ベンゼン、トリクロロエチレン、テ
トラクロロエチレンおよびジクロロメタンの４物質につい
て環境基準が設定されています。

������

　石綿とも呼ばれ、天然に産出する繊維状水和性けい酸塩
鉱物の総称です。空気中に浮遊するアスベストを吸い込ん
で発生する健康被害としては、肺がんや悪性中皮種があり
ますが、アスベスト繊維を含んだ水を飲んだりしても、障
がいは発生しないとされています。
��������

　ダイオキシン類は、工業的に製造する物質ではなく、物
の焼却の過程などで発生してしまう物質です。
　ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ
塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）およびコプラナーポリ塩化
ビフェニル（コプラナＰＣＢ）という化学物質を併せたもの
を「ダイオキシン類」と呼びます。

�������	
�

　ダイオキシン類はそれぞれに毒性が異なるた
れの濃度に、最も毒性の強い異性体を１とした
等価係数を掛け、ダイオキシン類の量を表しま
ダイオキシンの毒性等量（ＴＥＱ）といいます。
�������	
�������

　河川の汚れの度合いを示す指標で、数値が高
の汚濁物質の量が多いことを示します。
�����

　振動規制法に基づく環境省令で定める自動車
市長は、この限度を超えていることにより、道
活環境が著しく損なわれていると認めるときは
会に対し措置をとるべきことを要請できます。
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市
と
県
が
、
市
内
に
一
般
環
境
大
気
測

定
局（
一
般
局
）と
し
て
三
局
、
自
動
車
排

出
ガ
ス
測
定
局（
自
排
局
）と
し
て
二
局
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
五
カ
所
で
二
酸
化
硫
黄
、
浮
遊
粒

子
状
物
質
、
窒
素
酸
化
物
、
一
酸
化
炭
素
、

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
の
測
定
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

環
境
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
項
目
の

う
ち
、
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
に
お
い
て
、

環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
ま
せ
ん
。（
表
１

参
照
）

　

な
お
、
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
ま
す
。
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　市と県が、市内の国道と主な県道や市道において、自動
動について調査しました。
　騒音は、市道の芦屋川左岸線、防潮堤線、山手線（昼間
川線（昼間）の各調査地点で環境基準値を超過しました。
　一方、振動は、全調査地点において、要請限度値を下回
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県
が
、
芦
屋
川
二
地
点
と
宮
川
一
地
点

に
お
い
て
、
毎
月
一
回
、
河
川
の
水
質
測

定
を
行
い
ま
し
た
。

　

人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項
目
に
つ

い
て
は
、
全
て
の
地
点
で
環
境
基
準
を
達

�
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県
が
、
国
道
四
十
三
号
沿
道
に
お
け
る

自
動
車
か
ら
排
出
が
予
想
さ
れ
る
ベ
ン
ゼ

ン
等
十
二
物
質
の
有
害
大
気
汚
染
物
質
を
、

宮
川
小
学
校
で
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
、
環
境
基
準
が
設
定
さ
れ
て

い
る
ベ
ン
ゼ
ン
等
四
項
目
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
ま
す
。
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県
が
、
一
般
環
境
と
し
て
潮
見
小
学
校

お
い
て
実
施
し
た
結
果
、
不
検
出
で
し
た
。

　

ま
た
、
道
路
沿
道
と
し
て
宮
川
小
学
校

で
の
測
定
の
結
果
で
も
、
不
検
出
で
し
た
。

　

全
国
の
状
況
は
、
最
大
一
・
六
一
本
／

リ
ッ
ト
ル
、
平
均
〇
・
三
本
／
リ
ッ
ト
ル

で
し
た
。
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県
が
、
大
気
調
査
と
し
て
山
手
小
学
校

に
お
い
て
年
四
回
測
定
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
平
均
濃
度
は
〇
・
〇
二
六
ｐ
ｇ
‐
Ｔ

Ｅ
Ｑ
／
立
方
メ
ー
ト
ル
と
大
気
環
境
基
準

（
〇
・
六 
ｐ
ｇ
‐
Ｔ
Ｅ
Ｑ
／
立
方
メ
ー
ト

ル
）を
達
成
し
て
い
ま
す
。
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成
し
て
い
ま
す
。

　

生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
項
目
に
つ

い
て
は
、
両
河
川
と
も
環
境
基
準
の
指
定

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
有
機
汚
濁
の
代
表
的

な
水
質
指
標
で
あ
る
Ｂ
Ｏ
Ｄ（
生
物
化
学

的
酸
素
要
求
量
）を
み
る
と
良
好
な
水
質

を
保
っ
て
い
ま
す
。（
表
２
参
照
）
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茶
屋
之
町
地
区
に
お
い
て
、
経
年
的
な

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
し
て
定
期
的
に
実
施
す

る
四
地
点
で
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

等
五
項
目
に
つ
い
て
は
、
環
境
基
準
を
達

成
し
て
い
ま
す
。（
表
３
参
照
）
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